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　ここでは、保証の基本や改正による変
更点、実務への影響を解説します。

監修・執筆：佐々木城夛（信金中央金庫地域・中小企業研究所　主席研究員）

債権法改正で保証の
実務はこう変わる！

保証とは何？
融資実務上
どうして重要なの？

Ｑ １ 　保証とは、主債務者

が債務を履行しない場

合に、主債務者に代わって債

務を履行する義務を負うこと

です。債権回収に関わるた

め、融資実務上重要です。

Ａ

●保証の持つ主な性質
名称 内容

附従性 保証債務は債務と運命をともにする。債務が
存在しなければ保証債務は存在せず、債務が
変更される場合は保証債務も変更され、債務
が消滅するときは保証債務も消滅する

随伴性 債務が移転するときは、保証債務はこれに伴
って移転する

補充性 保証債務は債務が履行されない場合に、二次
的に履行される
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